
 

◇介護保険料納付対象者は、介護保険料を合算して納付していただくことになりますので 

 ご注意ください。 
介護保険料納付対象者‥40 歳～65 歳未満の被保険者ならびに 40 歳未満および 65 歳 

以上（平成 13 年１月法改正）の被保険者で 40 歳以上 65 歳未満の被扶養者を有する者。 

 

任意継続被保険者の資格取得を希望される方へ 
〒150－0031 

東京都渋谷区桜丘町 29番 11 号 

日本電気健康保険組合 

TEL(03)3461 －9373（ダイヤルイン) 

TELNET 8－185 －230 

メール 185 －250 任意継続担当 

任意継続被保険者の資格取得を希望される方は、下記事項を熟読のうえ、誤りのないように手

続きをお願いいたします。 

 

１．制度の目的 

  任意継続被保険者制度は、退職により被保険者資格を喪失した人が、他の事業所に再

就職されること等により、他組合の被保険者資格を取得するまでの期間、傷病等による

生計上の困窮に陥ることがないように一定期間暫定的に当組合の被保険者となる道を

開くものです。 

 

２．資格の取得条件（強制保険ではありません。国民健康保険への加入または被扶養者に

なること等もご検討ください） 

  ①退職して被保険者の資格を喪失したこと。 

  ②資格喪失日の前日まで継続して２ヵ月以上被保険者であったこと。 

  ③資格喪失の日より２０日以内に任意継続被保険者となることの申請と指定された

期限までに保険料を納めること。 

 

３．資格の喪失 

  （１）翌日喪失 

   ①被保険者となった日より起算して２年を経過したとき。 

   ②被保険者が死亡したとき。 

   ③納付期日までに保険料を納めないとき（期日は当月１０日）。 

  （２）当日喪失 

   健康保険の強制または任意包括の被保険者となったとき（就職）。 

 

４．保険料の決定  

  ①退職時の標準報酬月額と当健康保険組合の平均標準報酬月額のいずれか低い方の

額に保険料率を乗じた額。なお加入期間中は、退職時の標準報酬月額を基礎とし

て決定します。 

  ②退職月の給料から控除される保険料は前月分（末日退職者は前月分と当月分です）。 

  ③平均標準報酬月額は毎年４月１日に見直しが行われますので、加入時の平均標準報

酬月額を上回っている方は、上記①により、翌年度の保険料が被保険者の収入に

関係なく変更になることがあります。 
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５．加入手続きと保険料の納付方法 

           

5.1 加入手続きフロー 

                             

 

 

 

 

          ①申請書提出        ②保険証・告知書送付  ③保険料納付 

                   （図１） 

5.2 申請書と保険料納付方法  

(1) 「任意継続被保険者資格取得申請書」に記入の上、当健康保険組合の任意継続担当へ 

送付願います。 

       ＊申請書の「年前納・半期前納・月払い選択欄」に納付方法を必ず記入願います。 

    (2) 当健康保険組合から「健康保険被保険者証」「保険料納入告知書」「決定通知書」 

を自宅宛に郵送します。 

＊申請書の納付方法（年前納・半期前納・月払い）申請内容に基づいて保険料 

納入告知書により保険料を通知致します。 

(3)  保険料納入告知書の初回納付額を納付期限迄に指定口座へ振り込みする。２回目以降 

   の保険料も、保険料納入告知書の納付額・納付期限までに振り込み願います。 

 

注１.現金による納付、および引落しはしておりません。ＡＴＭをご利用ください｡ 

       ２.納付期限迄に納付がない場合は、資格取得を取消されますのでご注意願い 

ます。 

5.3 前納制度 

(1)前納されますと保険料が割引となります。 

(2)前納保険料の適用 

       任意継続被保険者の資格を取得した日（退職日の翌日）の属する月の翌月分から 

対象となります。 

        （例）５月３１日退職： ６月１日取得、前納保険料は、７月分から適用 

     (3)前納保険料の納付方法（次の２通りが選択できます） 

       ①取得月の翌月から翌年３月分迄 ：年間前納 

       ②取得月の翌月分から９月分迄／１０月分から翌年３月分迄：半期前納 

(4) 資格喪失事由の「就職」「死亡」に該当の場合は、未経過分について返金します。 

 

      注３.就職・死亡以外では、満了前の資格喪失はできませんので、前納した月分の 

保険料は、返金できません。よって、前納を選択する場合は注意願います。 

 

任意継続被保

険者資格取得

申請書に記入 

「任意継続被保険者資格取得申請

書」健康保険組合任意継続担当へ 

送付 

健康保険組合から

「健康保険被保険者

証」「保険料納入告知

書」を自宅に送付 

「保険料納入告知

書」により初回保険

料納付。 
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   5.4 月払いをご希望の方 

  初回及び２回目以降の保険料は、保険料納入告知書により納付してください。 

 

注４.保険料（含む介護保険料）が納付（当月１０日迄）されない場合は、被保険者資格 

     の継続意思がないもの判断して資格喪失になりますので必ず納付期限迄に納付願います。 

 

5.5 保険料告知書 

翌年４月以降の「保険料納入告知書」は、当組合から３月上旬に送付します。 

 

5.6 加入手続きの受付期間 

退職日の１カ月前から退職後翌日から２０日以内の期間で加入手続きを受付けます。 

  

 ６．健康保険被保険者証の交付 

   1) 退職日１週間前迄に手続きの方には、退職日迄にご自宅に郵送します。 

   2) その後の手続きの方は、申請書着後約１週間後にご自宅に郵送します。 

 

７．変更事由の届出（被保険者ご自身の義務です。） 

   1)資格の喪失事由に該当したとき。（３項参照）  

     ・健康保険任意継続被保険者資格喪失申請書を提出。  

注５．納付期限迄に納付がない場合（未納）は、喪失通知・保険証返納の通知を自宅 

宛に通知を行います。 

 

   2)氏名、住所、申請書に記載した銀行口座を変更したとき。 

     ・氏名・住所・振込口座変更届を提出。 

 

   3)被扶養者に変更があったとき（就職、扶養認定基準を超える等） 

     ・健康保険被扶養者届（異動届）・必要書類を提出。 

  

８．その他 

   1)確定申告用の保険料支払い証明書を発送します。（お問い合わせ不要） 

   2)期間満了時に「資格喪失証明書」を送付しますので、居住地の市区町村役場で速やかに 

    国民健康保険加入の手続きを行ってください。 

3)申請書様式は、ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞに掲載していますのでご利用ください。 

      ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ   http://www.neckenpo.or.jp 

            NEC ｲﾝﾀﾈｯﾄ（ｲﾝﾄﾗﾈｯﾄ） http://www.ipc.nec.co.jp/kenpo 

   4)各種お問い合わせは、ご自身の被保険者証の記号・番号、健康保険料控除額等を確認の 

    上ご連絡ください。 

                                        以上 
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性別 続柄

【記入上の注意】
1．太ワク内に記入してください。
2．「記号・番号」欄には退職時まで所持していた保険証の記号・番号を記入してください．

健康保険任意継続被保険者資格取得申請書

3．「医療費助成」欄には国の法律や市町村の条例で医療費の助成が受けられる場合はその制度名と国・市町村
　　　名認定された年月を記入してください。
4．「年収見込額」欄には給与収入、各種年金等、今後継続的に見込まれる収入額を記入してください。
5．給付金等の振込先指定の口座は、本人名義の銀行または信用金庫・組合を記入してください。

　　　　　　　　　　　　　　都道　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ　　（　　　　－　　　　－　　　　　　　　）
　　　　　　　　　　　　　　府県

記 号 ・ 番 号

記号 番号

生 年 月 日

住 所

　　　　　　　　　　　　　　　　　銀行　　　　　　　　　　　　本店
　　　　　　　　　　　　　　　　　信用金庫　　　　　　　　　支店

　　　　　　　　　　　　　　　　　信用組合　　　　　　　　　出張所

※保険料の納付は、後日保険料告知書を自宅宛に送付致しますので、納付期限迄に当組合指定口座への
振込みをお願い致します。

フリガナ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　郵便番号

退職時に勤務していた
会 社 ・ 事 業 所

名　　称

所　在　地

上記の会社・事業所に
勤務 し ていた期間

自　　　　　　　　　　　　　　　 年　　　　 月　　　　 日

至　　　　平成　　　　　　　　年　　　　 月　　　　 日   （退職日を記入してください）

給付金等の振込先
※保険料は引落しに
な り ま せ ん 。

前納（年・半期）＆月払い
選択

１．前納払い（年間）　　　　　２．前納払い（半期）　　　　　３．月払い

　
氏　名（フリガナ） 生年月日

別居
区分

Ｍ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

男・女

住所、別居理由（別居者のみ記入） 医療費助成
職業・年収
見込額

Ｍ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

男・女
同居
別居

住所： 職業

別居理由： 年収　　　　　円

Ｍ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

男・女
同居
別居

住所： 職業

別居理由： 年収　　　　　円

Ｍ
Ｔ
Ｓ
Ｈ

男・女
同居
別居

住所：

職業

別居理由： 年収　　　　　円

納　入　額

決 定 月 額 円

決 定 保 険 料 円

平 成 年 月 日

平 成 年 月 日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　告知書サイン　　5　・　6　・　7　・　8　・　9　・　Ａ　・　Ｅ　・　Ｂ
Ｃ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ｌ　・　2　・　3　・　4　・　Ｄ　・　Ｏ　・　Ｆ　・　Ｚ

資 格 喪 失 の 際 の
標 準 報 酬 月 額

等級 千円

等級 千円

任意継続被保険者としての資格取得年月日

月～　　　　月分（　　ヵ月）　　　　　　円前納

6．｢前納（年・半期）＆月払い選択」欄には、保険料の振込み方法を選択願います。

任意継続被保険者としての資格喪失予定年月日

職業

別居理由： 年収　　　　　円

同居
別居

住所：

預金区分

口座番号

1.普通　　2.当座

被

扶

養

者

月分　　　　　　　　　　　円

氏　名 男
女

㊞

フリガナ 性　別

大正
昭和 年　　　　月　　　　日

退職時

年齢
歳 任継番号

口
座
番
号
は
右
ヅ
メ
で
記
入
し
て
く
だ
さ
い
。

月
変

or

算
定

昭和
平成

健
保
処
理
欄

担　当主　任ﾏﾈｰｼﾞｬｰ返　還初回保険料保険証発　送入　力

任０１

公示された標準報酬月額
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